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【議案補充説明】 

１ 議案第 24号 三重県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正 

する条例案 

 

１ 改正の趣旨 

地方自治法第 252 条の 17 の２第 1 項の規定に基づき、知事の権限に属する事務

の一部を市町が処理することについて改正を行うものです。 

 

【参考】 

地方自治法 

（条例による事務処理の特例） 

第 252 条の 17 の２ 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、

条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この

場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長

が管理し及び執行するものとする。 

２～４ （略） 

 

２ 概要 

浄化槽法は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制し、公共用水

域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図る

ことにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的とし、昭和 58 年に制定さ

れ、昭和 60年に全面施行されています。 

今回、志摩市からの申し入れにより、浄化槽法の設置、保守点検及び清掃の規制

に係る事務(*)について、同市が処理することとするよう、条例を改正するもので

す。 

  

（*）浄化槽法の設置、保守点検及び清掃の規制に係る事務とは、設置及び維持管理に

係る実務であり詳しくは次のとおりです。 

 ・浄化槽の設置等の届出の受理 

 ・保守点検又は清掃についての浄化槽管理者等への指導 

・設置後及び定期の水質検査に係る指導 

 ・報告徴収及び立入検査 など 

 

３ 施行日 

  令和５年４月１日から施行 
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【議案補充説明】 

２ 議案第 40 号 特定産業廃棄物事案に関する調査検討委員会条例を廃

止する条例案 

 

１ 廃止の趣旨 

「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」（以下「特別措

置法」という。）に基づく特定産業廃棄物に関する事案等の調査検討の終了に伴い、

「特定産業廃棄物事案に関する調査検討委員会条例」を廃止するものです。 

 

２ 廃止までの概要 

  産業廃棄物の不適正処理事案における支障の除去等について、県が特別措置法に

よる国の支援を得て行うには、県が行った措置等の内容及び今後の再発防止策等を

検証し、結果を明らかにする必要がありました。 

このため、本条例に基づき設置された、第三者の学識経験者等で構成される「特

定産業廃棄物事案に関する調査検討委員会」（以下「委員会」という。）が調査検討

を行い、結果をとりまとめました。その後、再発防止に係る提案・提言を行うとと

もに、県の取組結果に対する検証・評価も行いました。 

  委員会は平成 30年度の最終評価をもって活動を休止していましたが、新たな調査

検討の可能性を考慮し、これまで継続設置していました。 

  このたび、特別措置法が令和５年３月 31 日をもって失効となり、事案等の調査検

討の必要がなくなることから、本条例を廃止するものです。 

 

３ 施行日 

  令和５年４月１日から施行 

 

【参考】 

特定産業廃棄物事案に関する調査検討委員会条例 

平成 19 年三重県条例第三十八号 

（設置） 

第一条 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法（平成十

五年法律第九十八号）第二条第一項に規定する特定産業廃棄物に関する事案

（次条において「対象事案」という。）等について調査検討するため、知事

の附属機関として、特定産業廃棄物事案に関する調査検討委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第二条 委員会は、知事の諮問に応じ、次の事項について調査検討する。 

  一 対象事案に係る県が行った措置等の調査に関する事項 

  二 産業廃棄物の不適正処分の再発防止についての検討に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 
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【議案補充説明】 
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【所管事項説明】 

 
 

１ 「三重県文化振興条例（仮称）」の最終案について 

 

１ 検討状況 

 「三重県文化振興条例（仮称）」（以下「条例」という。）の制定に向けて、条例の中

間案について、令和４年 11 月１日開催の第３回三重県文化審議会にて審議を行った

のち、パブリックコメントを実施し、県民からの意見を公募するとともに、県内市町

及び県域文化団体、関係公益法人に意見照会を行いました。 

 第３回三重県文化審議会、パブリックコメント等でいただいたご意見を踏まえ、条

例の最終案（別冊１）をとりまとめ、令和５年２月 17 日開催の第４回三重県文化審

議会にて審議を行いました。 

 

２ 第３回三重県文化審議会での意見、パブリックコメント等の状況 

（１）第３回三重県文化審議会での意見（別紙１） 

  ・寄せられた意見数：23 件 

   うち「反映する」とした意見数：17 件 

 

（２）パブリックコメント（別紙２） 

・実施期間：令和４年 12 月 12 日～令和５年１月 10 日（30 日間） 

・寄せられた意見数：43 件（３名） 

うち「反映する」とした意見数：28 件 

 

（３）市町、県域文化団体、関係公益法人への意見照会（別紙３） 

・実施期間：令和４年 12 月 12 日～令和５年１月 10 日（30 日間） 

・寄せられた意見数：市町３件（２団体）、関係公益法人９件（２団体） 

うち「反映する」とした意見数：５件 

 

３ 三重県文化振興条例（仮称）最終案 

中間案からの主な変更点は、以下のとおりです。 

・文化のもたらす効果や影響を明示するため、前文に、文化は広く社会全体にも波

及し、社会の諸課題の改善や解決に寄与する力を持つ旨を追記しました。 

・県民の鑑賞等の機会の充実に資するため、文化に関する情報の収集及び提供に取

り組む旨を追記しました（第 16 条）。 

・文化の担い手の育成及び確保について、文化を支える人材の重要性に鑑み、「文化

の活動に関する企画及び制作を行う者、文化施設の管理及び運営を行う者」との

記述を追加しました（第 21 条）。 

・本県の伝統工芸の重要性に鑑み、「伝統工芸の継承及び発展」に係る条文を新設し

ました（第 25 条）。 

8



【所管事項説明】 

 
 

・県民に対するわかりやすさの観点から、第２章の関係条文に必要な施策の例示を

追記しました（第 12 条～第 29 条）。 

 

４ 第４回三重県文化審議会での主な意見 

 ・総合文化センターや博物館、図書館等が、県立文化施設として、今後の文化振興

の役割を担っていくことが重要である。第 20 条は、三重県の文化施設全体で連

携が促進される可能性を感じる。 

・文化は豊かな人間性を育み、県民生活を豊かにするという考えが盛り込まれてい

る点はよいと思う。 

 

５ 今後のスケジュール 

３月    三重県文化審議会より「三重県文化振興条例（仮称）」案答申 

６月     定例月会議 条例案を提出 

７月以降 「三重県文化振興方針（仮称）」の策定 
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【所管事項説明】

別紙１

１ 審議会開催日：令和４年11月１日（火）

２ 意見数：23件

３ 意見の概要及び意見に対する回答：下表のとおり

項目別意見数

件数

15 件

1 件

1 件

1 件

1 件

3 件

1 件

23 件

対応状況別意見数

件数

17 件

1 件

2 件

3 件

0 件

23 件

対応区分

合計

項目

① 反映する：最終案に意見や提案内容を反映させていただくもの。

② 反映済：意見や提案内容が既に反映されているもの。

③ 参考にする：最終案や今後の取組に意見や提案内容を参考にさせていただくも

の。

④ 反映は難しい：反映または参考にさせていただくことが難しいもの。（県の考え

方や、施策の取組方向等と異なるもの。事業主体が県以外のもの。法令などで規定

されており、県として実施できないもの。）

⑤ その他：①～④に該当しないもの。

「三重県文化振興条例（仮称）」中間案に対する第３回三重県文化審議会での意見及び回答に

ついて

第３章（三重県文化審議会） に関する意見

合計

前文 に関する意見

第２条（基本理念） に関する意見

第９条（基本計画）、第10条（財政上の措置）、第11条（推進体制の整備） に関

する意見

第10条（財政上の措置） に関する意見

第21条（文化の担い手の育成及び確保） に関する意見

第２章（文化に関する基本的施策） に関する意見
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【所管事項説明】

主な対応状況

番号
中間案での

該当箇所
意見の内容

対応

区分

1 前文

人口減少や少子高齢化に対

して、文化の振興がどのよ

うな効果や影響を与えるこ

とができるのかについて、

もう少し記述してもよいで

はないか。

①

2 前文

前文の目指すべき姿の実現

について、やはり少し具体

性に欠けると思う。

例えば、「県民一人ひとり

が自主性や創造性を発揮

し」の後に、「誰でも、い

つでも、どこでも、文化と

触れ合える」という姿を実

現していくというような表

現を入れてはどうか。

①

3 第２条

他の県の条例には、基本理

念に「県民一人ひとりが文

化の活動の主体であるとい

う認識の下に」とあるが、

この考えは大事ではない

か。

①

4 第21条

第21条の文化の担い手とい

う文言だが、アーティスト

や作り手しか示していない

ように思う。プロデュース

する人、アーティストをサ

ポートする人なども必要。

あえてそれを文言として書

いてもいいのではないか。

①

ご意見を踏まえ、第２条第１項に「県民

一人ひとりが文化に関する活動（以下

「文化活動」という｡）の主体であると

いう認識の下に」との記述を追記しま

す。

ご意見を踏まえ、「文化活動に関する企

画又は制作を行う者、文化施設の管理及

び運営を行う者」との記述を追記しま

す。

意見に対する考え方

ご意見を踏まえ、「文化は広く社会全体

にも波及し、社会の諸課題の改善や解決

に寄与する強い力を有することを、我々

は再認識する必要がある」との記述を追

記します。

ご意見を踏まえ、「誰もが文化にふれ親

しむことができる環境づくりに取り組

み」との記述を追記します。
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【所管事項説明】

番号
中間案での

該当箇所
意見の内容

対応

区分
意見に対する考え方

5 第２章

基本的施策の中に、文化に

関する情報の収集が抜けて

いるのではないか。

①

6 第２章

基本的施策の各条文には、

手段や方法を可能であれば

記述してもらいたい。

①

ご意見を踏まえ、第16条（県民の鑑賞等

の機会の充実）中に、「文化に関する情

報の収集及び提供」との記述を追記しま

す。

ご意見を踏まえ、最終案では例示を追記

します。
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【所管事項説明】

別紙２

１ 意見公募期間：令和４年12月12日から令和５年１月10日まで（30日間）

２ 意見数：43件（３名）

３ 意見の概要及び意見に対する回答：下表のとおり

項目別意見数

件数

2 件

4 件

2 件

1 件

2 件

2 件

2 件

1 件

1 件

1 件

1 件

1 件

1 件

4 件

5 件

4 件

2 件

1 件

2 件

1 件

1 件

1 件

1 件

43 件

「三重県文化振興条例（仮称）」中間案に対する意見公募手続（パブリックコメント）の意見

及び回答について

合計

第２章（文化に関する基本的施策） に関する意見

第３章（三重県文化審議会） に関する意見

第12条（芸術の振興） に関する意見

第26条（文化と観光等との連携） に関する意見

第27条（歴史と伝統文化を生かした郷土愛の醸成） に関する意見

第28条（三重の文化の魅力の発信と交流の推進） に関する意見

第13条（芸能の振興） に関する意見

第14条（生活文化の振興及び国民娯楽の普及） に関する意見

第15条（県民の文化に関する関心及び理解の醸成） に関する意見

第25条（文化を生かした地域の活性化） に関する意見

第16条（県民の鑑賞等の機会の充実） に関する意見

第21条（文化の担い手の育成及び確保） に関する意見

第24条（伝統芸能及び民俗芸能等の継承及び発展） に関する意見

第17条（文化施設の充実） に関する意見

第20条（文化活動への支援） に関する意見

項目

前文 に関する意見

第２条（基本理念） に関する意見

第４条（県民の役割）、第５条（文化団体等の役割） に関する意見

第６条（教育機関の役割） に関する意見

全般 に関する意見

第８条（市町等との連携） に関する意見

第９条（基本計画） に関する意見

第11条（推進体制の整備） に関する意見
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【所管事項説明】

対応状況別意見数

件数

28 件

0 件

8 件

5 件

2 件

43 件

主な対応状況

番号
中間案での

該当箇所
意見の内容

対応

区分

1 全般

三重県には、前文でも触れ

られているとおり、伊賀

焼、四日市萬古焼、伊賀く

みひも、伊勢型紙など誇る

べき伝統工芸があり、文化

政策の観点からもその継

承・発展を図っていくこと

が重要と考えるので、愛知

県文化芸術振興条例や福岡

県文化芸術振興条例のよう

に、伝統工芸の継承及び発

展について、条を立てて規

定してはどうか。

①

2 第６条

第２項の「高等教育機関

等」の範囲がよくわからな

いので、対象を列挙する

か、定義を設けるべきでは

ないか。

③

対応区分

合計

④ 反映は難しい：反映または参考にさせていただくことが難しいもの。（県の考

え方や、施策の取組方向等と異なるもの。事業主体が県以外のもの。法令などで規

定されており、県として実施できないもの。）

① 反映する：最終案に意見や提案内容を反映させていただくもの。

② 反映済：意見や提案内容が既に反映されているもの。

③ 参考にする：最終案や今後の取組に意見や提案内容を参考にさせていただくも

の。

⑤ その他：①～④に該当しないもの。

意見に対する考え方

ご意見を踏まえ、第２章第４節「三重の

歴史的資産等の保存、活用及び継承」中

に、「伝統工芸の継承及び発展」を新設

します。

ここでの「高等教育機関等」は、大学等

の高等教育機関のほか、博物館、図書館

など調査研究を行う機関を含むものです

が、条文中には定義せず、いただいたご

意見を踏まえ、趣旨等にその説明を追記

します。
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【所管事項説明】

番号
中間案での

該当箇所
意見の内容

対応

区分
意見に対する考え方

3 第11条

推進体制組織は、今の組織

でまかなうのではなく別途

設けること。

その中に専門人材を配置す

ること。

③

4
第12条～

第29条

県民に対するわかりやすさ

の観点から、「必要な施

策」の例示をしてはどう

か。

①

5 第21条

実演家、演奏家の育成だけ

でなく、それを支える人材

も「担い手」なのではない

か。

①

6 第26条

「観光等」の内容が不明確

なので、その内容を明示さ

れたい。

①

7 第２章

第２章の章名が「文化に関

する基本的施策」となって

いるが、第１条、第３条、

第９条等との整合を図るた

め、「文化の振興等に関す

る基本的施策」としてはど

うか。

① ご意見のとおり修正します。

ご意見を踏まえ、文化や芸術を支える人

材を含む記述を追記します。

ご意見を踏まえ、「観光その他の産業」

との記述に修正します。

ご意見を踏まえ、例示を追記します。

いただいたご意見については、今後の施

策の参考にさせていただきます。
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【所管事項説明】

別紙3

２ 照会期間：令和４年12月12日から令和５年１月10日まで（30日間）

３ 意見数：市町３件（２団体）、関係公益法人９件（２団体）

４ 意見の概要及び意見に対する回答：下表のとおり

項目別意見数

件数

4 件

1 件

2 件

2 件

1 件

1 件

1 件

12 件

対応状況別意見数

件数

5 件

0 件

1 件

3 件

3 件

12 件

「三重県文化振興条例（仮称）」中間案に対する意見照会への意見及び回答について

１ 対象：市町（29市町）、三重県文化団体連絡協議会加盟団体（34団体）、関係公益法人

（９団体）

対応区分

① 反映する：最終案に意見や提案内容を反映させていただくもの。

② 反映済：意見や提案内容が既に反映されているもの。

合計

項目

全般 に関する意見

前文 に関する意見

第２条（基本理念） に関する意見

合計

第24条（伝統芸能及び民俗芸能等の継承及び発展） に関する意見

第17条（文化施設の充実） に関する意見

第２章（文化に関する基本的施策） に関する意見

第８条（教育機関の役割） に関する意見

③ 参考にする：最終案や今後の取組に意見や提案内容を参考にさせていただくも

の。

④ 反映は難しい：反映または参考にさせていただくことが難しいもの。（県の考え

方や、施策の取組方向等と異なるもの。事業主体が県以外のもの。法令などで規定

されており、県として実施できないもの。）

⑤ その他：①～④に該当しないもの。
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【所管事項説明】

主な対応状況

番号
中間案での

該当箇所
意見の内容

対応

区分

1 全般

文化芸術の分類の中で、

「伝統工芸」に触れられて

いない（万古焼、伊賀焼、

鈴鹿墨など県内にも他に誇

る伝統工芸がある＝前文に

これらのことが書かれてい

るが、第12～14条でそれを

受けた形になっていな

い）。

①

2 第８条

「市町との相互連携に努め

るものとする。」に対し

て、県と市及び町との相互

だけの連携でなく、複数の

市町が協同で行う文化の振

興等に対しても県からの積

極的な調整等をお願いした

い。

趣旨は、複数の市町が協同

で行う文化の振興等に関す

る施策、市町に共通する業

務の簡素化に向けた共同化

や課題解決に対しての県の

リーダーシップ的な役割を

お願いしたい。

①

ご意見を踏まえ、第２章第４節「三重の

歴史的資産等の保存、活用及び継承」中

に、「伝統工芸の継承及び発展」を追加

します。

意見に対する考え方

ご意見を踏まえ、「相互連携に努める」

という記述から「連携を図る」との記述

に修正します。

市町が実施する文化振興に関する取組

は、本県の文化振興にとって重要なもの

と認識しており、県と市町の連携がしっ

かりと図られるよう、いただいたご意見

については、今後の施策の参考にさせて

いただきます。
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【所管事項説明】 

２ 「三重県地球温暖化対策総合計画」の改定（最終案）について 

 

１ 経緯 

「三重県地球温暖化対策総合計画（令和３年３月策定）」の改定については、昨年

11 月の三重県環境審議会において中間案の審議が行われ、12 月の環境生活農林水

産常任委員会で報告を行いました。この中間案に対してパブリックコメント等で寄

せられた意見や、２月に開催した三重県環境審議会第４回三重県地球温暖化対策総

合計画部会での検討をふまえ、最終案（別冊２）を取りまとめました。 

 

２ パブリックコメント等の状況 

（１）パブリックコメント 

① 実施期間      令和４年 12 月 16 日から令和５年１月 16 日まで 

② 寄せられた意見数  11 件（３名） 

③ 意見及び対応状況  別紙１ 

 

（項目別意見数） 

  項目 意見数 番号 

第１章 総論    

２ 計画の基本的事項    

（５）基本的な方向 1 1 

第２章 温室効果ガスの削減    

４ 削減目標   

  （２）削減目標 １ ２ 

５ 削減に向けた取組   

 （１）温室効果ガスの排出削減対策 ８ ３～10 

 ６ 促進区域に関する三重県基準   

  （２）三重県基準 １ 11 

合 計 11  

 

（対応状況） 

   対 応 区 分 件数 

① 反映するもの 最終案に意見や提案内容を反映させていただくもの ０ 

② 反映済みのもの 意見や提案内容がすでに反映されているもの 2 

③ 参考にするもの 
最終案には取り入れないが、今後の取組に意見や提
案内容を参考にさせていただくもの ８ 

④ 反映が難しいもの １ 

⑤ その他 （①から④に該当しないもの） ０ 

合 計 11 
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【所管事項説明】 

（２）市町意見照会 

① 実施期間      令和４年 12 月 22 日から令和５年１月 13 日まで 

② 寄せられた意見数  ３件（２市町） 

③ 意見及び対応状況  別紙２ 

 

（項目別意見数） 

項 目 意見数 番号 

全般 １ １ 

第２章 温室効果ガスの削減    

 ５ 削減に向けた取組   

（１）温室効果ガスの排出削減対策 １ ２ 

 ６ 促進区域に関する三重県基準   

（２）三重県基準   

    イ 第１号基準 １ ３ 

合 計 ３  

 

（対応状況） 

対 応 区 分 件数 

① 反映するもの 最終案に意見や提案内容を反映させていただくもの ２ 

② 反映済みのもの 意見や提案内容がすでに反映されているもの ０ 

③ 参考にするもの 
最終案には取り入れないが、今後の取組に意見や提
案内容を参考にさせていただくもの １ 

④ 反映が難しいもの ０ 

⑤ その他 （①から④に該当しないもの） 0 

合 計 ３ 

 

３ 中間案からの主な変更点 

・ コラムを追加しました。 

・ 専門用語について、注釈及び解説を追加しました。 

 

４ 今後のスケジュール 

令和５年３月 三重県環境審議会（最終案の審議） 

三重県環境審議会より「三重県地球温暖化対策総合計画」案答申 

計画改定・公表  
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【所管事項説明】 

 

意見及び対応状況（パブリックコメント） 

① 反映するもの  ② 反映済みのもの  ③ 参考にするもの  ④ 反映が難しいもの  ⑤ その他 

番

号 

該当 

箇所 
意見の概要 

対応 

区分 
意見に対する考え方 

1 第１章２

（５）基

本的な方

向（P11) 

 パートナーシップが期待される

計画ですが、「民」の代表でもあ

る「環境NPO」の参画が弱いよう

に感じた。ダイバーシティ社会推

進課NPO班を通じ、非営利の環境

NPOや、ＳＤＧｓ推進団体との連

携も強め、「産・官・学・民」の

各セクターが関わっていることを

県民に伝わるよう、情報発信を進

められたい。 

③  ご意見をいただいたようにパートナーシ

ップが重要であることから、計画では、基

本的な方向３として、多様な主体との協創

を重視する旨を記載しています。いただい

たご意見も参考にしながら、情報発信を進

めてまいります。 

2 第２章４

（２）削

減目標

（P29） 

 再エネを含む新エネルギー導入

の大減速を止め、積極的導入によ

り温室効果ガス削減の２０３０年

目標を５０％減以上とすべきと考

える。 

③  今回の計画改定では、国の削減目標（▲

46%）を上回る目標（▲47%）とし、あら

ゆる主体の参画・連携のもと、様々な施策

や取組を総合的に推進して行くこととして

います。 

 ご意見いただいたように、本計画では、

再生可能エネルギーの導入・利用や未利用

バイオマス・廃棄物などの利用促進に取り

組むとともに、市町、事業者等と連携した

地域のエネルギー資源の活用やコンパクト

なまちづくり、効率的なエネルギーの地産

地消のためのマネジメントシステムの構築

等を通じ、地域経済の活性化や生活サービ

スの向上、防災対策等に資する脱炭素化に

向けた街づくりの取組を促進することとし

ています。 
3 第２章５

（１）温

室効果ガ

スの排出

削減対策

（P35） 

 地球温暖化、気候変動などの環

境問題の一歩目は「県民の意識向

上」である。「①意識変容→②行

動変容→③環境への良い影響」の

①の足場固めをしないと〝やらさ

れ感〟のままである。県職員およ

び県民の意識向上のため、参加者

公募のSDGs研修を今以上に充実

されたい。（複数回実施） 

③  ご意見をいただいたように県民の意識向

上は重要な取組であることから、計画で

は、脱炭素型ライフスタイルへの転換とし

て県民の意識向上と環境に配慮した行動の

促進を掲げています。いただいたご意見も

参考にして、より一層の意識向上につなが

る普及啓発を進めてまいります。 

 

別紙１ 
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【所管事項説明】 

番

号 

該当 

箇所 
意見の概要 

対応 

区分 
意見に対する考え方 

4 第２章５

（１）温

室効果ガ

スの排出

削減対策

（P35） 

 SDGｓ研修時のアンケートまた

は県民意識調査などで、県民の意

識がどれくらい向上しているのか

の効果測定をされたい。数値で表

れにくいことこそ経年変化を追い

可視化されたい。 

③  現在も出前講座やセミナー開催等の際に

アンケート調査を実施するなどし、県民の

意識の変化の把握に努めているところです

が、いただいたご意見も参考にしながら効

果確認に努めてまいります。 

5 第２章５

（１）温

室効果ガ

スの排出

削減対策

（P35） 

 三重県では、「クールビズより

もウォームビズのほうが温室効果

ガスの排出量に二倍以上の効果が

あること」や、「感染防止対策

上、冬季に換気を徹底するなら気

温に合う服を着用しなければ不徹

底が必ず生じること」、さらに

は、「激甚大震災時には非常用電

源を暖房に充てる余裕がないこ

と」の理解がすすんでいないた

め、強く推進されたい。 

③  ウォームビズやクールビズなどの取組

は、冷暖房に伴う電力消費量削減への一つ

の提案として取組を推奨しており、今後も

啓発及び推進を図ってまいります。また、

県においても年間を通じて礼節を失わない

よう留意しながらウォームビズやクールビ

ズに取り組んでいます。 

 

6 第２章５

（１）温

室効果ガ

スの排出

削減対策

（P35） 

 三重県知事が自ら，記者会見に

臨むにあたり、「防災の日常化」

並びに「三重県版ＳＤＧｓの普

及」のため、冬のウォームビズを

可視化された形で必ず徹底して行

い、激甚大震災及びそれに伴う大

規模電源喪失や低体温症などの震

災関連死防止に備えた服を着用し

て、三重県民の命を守るよう、啓

発にあたられたい。 

③ 

7 第２章５

（１）温

室効果ガ

スの排出

削減対策

（P40） 

 工場や住宅の屋根など既存の建

物や未利用地を活用した再エネの

導入を図られたい。新築・改築時

の省エネ、再エネ化を規制と助成

を一体に促進されたい。一定規模

以上の建物建設に断熱化、太陽光

パネルの設置を義務化するととも

に助成されたい。 

③  本計画では、工場や住宅の屋根などに自

家消費型太陽光発電設備の導入を促進する

ための新たな仕組みや取組を検討すること

としており、いただいたご意見を参考にし

ながら検討を進めてまいります。 

 なお、断熱化を含めた建築物の省エネ対

策については、国が令和４年６月に建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律

を改正し、令和７年度までにすべての新築

住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け

られる予定です。 
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【所管事項説明】 

番

号 

該当 

箇所 
意見の概要 

対応 

区分 
意見に対する考え方 

8 第２章５

（１）温

室効果ガ

スの排出

削減対策

（P41） 

 地域の企業や家庭がCO2排出の

少ない再エネ化率の高い電気を選

べるよう助言する仕組みを県がイ

ニシアチブを発揮してつくる。 

③  事業所や家庭における再生可能エネルギ

ーの利用を促進していくため、セミナー等

における情報提供のほか、三重県産再エネ

電力利用促進事業を実施しているところで

すが、いただいたご意見も参考にしながら

施策を検討してまいります。 

9 第２章５

（１）温

室効果ガ

スの排出

削減対策

（P41） 

 高効率ごみ発電施設の賛美は止

め、当該部分の記述は削除すべき

である。 

④  廃棄物については3R＋Renewableを推進

していくことが重要と考えています。再使

用や再生利用が難しい廃棄物については、

廃棄物処理施設における廃棄物発電等のエ

ネルギー回収を進め、ごみの持つ未利用エ

ネルギーの利用促進を図っていくことが温

室効果ガスの排出削減にとって有効な手段

であると考えています。 

10 第２章５

（１）温

室効果ガ

スの排出

削減対策

（P41） 

 地域外へのエネルギー費用の流

出を削減して、地域の事業所への

受注や農業者の再エネ収入増によ

る地域経済の底上げを計るシステ

ム作りに県がイニシアチブを発揮

する。 

②  ご意見いただいたように、本計画では、

太陽光、バイオマスなどの地域資源を生か

して、地域で電力や熱などのエネルギーを

生み出し、それを地域で消費することで地

域活性化につながる「地産地消型のエネル

ギーシステム」の導入を進めることとして

います。 
11 第２章６

（２）三

重県基準

（P49） 

 再エネ導入の最大の障害は乱開

発である。環境を守る規制を強化

するとともに、環境保全地区や建

設可能地区を明確にしたゾーニン

グ（区分）を自治体が住民の参

加・合意のもとで行えるよう県が

イニシアチブを発揮する。 

②  本計画では、環境への負荷の少ない安全

で安心なエネルギーを確保するため、地域

の特性を生かした太陽光発電や風力発電な

ど、地域の暮らしや景観に配慮するなど地

域と共生が図られることを前提に再生可能

エネルギーの導入を進めることとしていま

す。 

 また、市町が再生可能エネルギーの導入

を促進するための区域を設定する場合に、

環境に適正な配慮がなされ、かつ地域で合

意形成が図られた、地域共生型の再生可能

エネルギーの導入を促進するための、三重

県基準を定めています。 
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【所管事項説明】 

 

意見及び対応状況（市町への意見照会） 

① 反映するもの  ② 反映済みのもの  ③ 参考にするもの  ④ 反映が難しいもの  ⑤ その他 

番

号 

該当 

箇所 
意見の概要 

対応 

区分 
意見に対する考え方 

1 全般  「三重県次世代エネルギーパー

ク」、「J－クレジット」など用

語についての説明がないものにつ

いて、用語の説明があればどうい

ったものか把握しやすいと思われ

ます。 

①  一部の用語については注釈を付けて解説

を記載していますが、ご指摘の用語につい

ても解説を追加します。 

2 第２章５

（１）温

室効果ガ

スの排出

削減対策

（P32） 

 三重県の温室効果ガス排出量

は、中間案に示してある通り、排

出量の半分近くを産業部門が占め

ている。産業部門においては、国

を超える削減目標を設定されてい

ますが、産業部門での削減が、県

全体の削減に大きくかかわること

から、アドバイザーの派遣など

の、既に計画に記載されている施

策だけにとどまらず、更なる追加

施策のご検討をお願いいたした

い。 

③  本県においては温室効果ガス排出量に占

める産業部門の割合が多いことから、「三

重県地球温暖化対策推進条例」により温室

効果ガスの排出量が相当程度多い工場等に

対して地球温暖化対策計画書及び報告書の

作成を義務付けるなど、事業者の自主的な

取組を促進してきたところです。 

 アドバイザーの派遣については、現行計

画にも記載しているところですが、地球温

暖化対策計画書に基づく取組状況の確認や

国の補助制度等の情報提供や助言等を行う

ことで事業者の取組をより一層促進すると

ともに、事業者の脱炭素経営に向けた取組

の支援を強化していきます。 

3 第２章６

（2）イ 

第１号基

準（P49） 

 急傾斜地法（急傾斜地の崩壊に

よる災害の防止に関する法律）第

３条の規定により、「急傾斜地崩

壊危険区域」と定義されているた

め、「急傾斜地崩壊危険地区」は

「急傾斜地崩壊危険区域」が正し

い表現ではないでしょうか。 

①  ご指摘の通り修正します。 

 

別紙２ 
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【所管事項説明】 

３ 「三重県水道広域化推進プラン」の最終案について 

 

将来にわたる持続可能な水道事業を実現していくことを目的とした「三重県水道広

域化推進プラン」について、最終案の策定に向けて市町より意見を聴きとったところ

です。 

これらの意見を反映し、当面の取組を記載して、最終案（別冊３）として取りまと

めました。 

 

１ 水道広域化推進プランの概要 

（１）構成 

  第１章 はじめに 

  第２章 現状、将来見通しおよび課題 

  第３章 広域化の類型 

  第４章 今後の広域化に係る推進方針等 

（２）計画期間 

  令和５年度から令和 14 年度までの 10 年間 

 

２ 中間案からの主な変更点（別紙） 

４つの課題と推進方針等に基づき、当面の取組を追加しました。 

（１）料金収入の減少 

【課   題】給水人口の減少に伴い料金収入が減少するため、水道事業経営の資

金確保が難しくなります。 

 【方 向 性】共同委託、共同購入、システムの共同化により、スケールメリット

を生かした費用縮減が可能か、市町とともに実施検討します。 

【当面の取組】共同委託や共同購入（管理の一体化）、システムの共同化の取組につ

いて、市町の担当職員による水道事業基盤強化協議会ワーキンググ

ループ（以下「ワーキンググループ」という。）で実施検討します。 

具体的な取組としては、多気町、明和町、玉城町、度会町、大紀町、

南伊勢町による料金システムの共同化を進めています。 
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【所管事項説明】 

（２）更新費用の増加 

【課   題】老朽化施設や未耐震施設の更新費用が増加するため、経営環境の悪

化が懸念されます。 

 【方 向 性】施設の共同設置・共同利用により、老朽化施設等の更新費用や維持

管理費用の縮減が可能か、市町とともに検討します。 

 【当面の取組】施設の共同設置・共同利用について、ワーキンググループで必要な

情報や課題の整理を行い、広域化シミュレーションで効果や実現性

が明らかとなった取組について、実現に向け取組を進めていきます。 

施設の共同利用の具体的な取組としては、津市において安濃地域、

河芸地域の浄水施設等を廃止し、企業庁の水を利用する計画を進め

ています。 

 

（３）継続的な技術力の確保 

【課   題】職員の年齢構成が均等ではないため、世代間の技術継承、今後の技

術力確保が難しくなります。 

 【方 向 性】研修や意見交換などを通じて、市町間での技術交流の取組を推進す

ることで、技術力向上を図ります。 

【当面の取組】市町職員のニーズに応じた研修を共同開催しています。 

市町間での意見交換・情報共有を実施しています。 

 

（４）災害等の危機管理対応力の向上 

【課   題】危機管理対策マニュアルの整備など、災害時の危機管理対応力を向

上していく必要があります。 

 【方 向 性】災害に関する共同研修や情報伝達訓練を通じて、各市町間の連携や

危機管理対応力の強化を図ります。 

【当面の取組】災害時、三重県水道災害広域応援協定に基づき、迅速な対応ができ

るよう情報伝達訓練を実施しています。 

応急給水、応急復旧に必要な備蓄資材の情報共有を実施しています。 

災害関係研修を実施しています。 

 

３ 今後のスケジュール 

  令和５年３月に、「三重県水道広域化推進プラン」を公表します。 

 今後、市町とともに、必要な情報や課題の整理に取り組み、県で広域化シミュ  

レーションを行うことにより、広域化による費用縮減の効果を検討していきます。 
その後、関係市町で合意形成に至った広域化について、随時実施していきます。 
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【所管事項説明】 
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【所管事項説明】 
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【所管事項説明】 

 

４ 「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」への対
応について 

 

「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」（以下「条例」）に

基づく相談・紛争解決体制の令和５年４月から施行に向けての対応状況等につ

いて報告します。 
 

１ 相談体制 

人権センターを人権相談の総合窓口として位置づけ、アドバイザー（弁護

士等の専門家）を配置することで、相談者に寄り添った対応が円滑かつ迅速

に行えるよう体制を整備しました。 

また、相談機関から聴取したこれまでの実例から想定される相談対応をシ

ミュレーションし、県の各相談機関をはじめ関係各課等に向けた実務マニュ

アルを作成しました。あわせて、職員が対応手順を理解するための説明動画

を配信するなど、さまざまな人権課題について県民が県のどの窓口に相談し

ても、適切な対応（助言、調査、関係者間の調整等）が受けられるよう努め

ています。 

さらに、市町に対しては、令和４年10月から11月にかけて、全市町を個別

に訪問し、相談対応における連携を依頼するとともに、令和５年２月８日に

は、市町職員を対象に研修会を開催したところです。 

こうした取組により、市町と協働するとともに、相談窓口のみならず全庁

あげて不当な差別その他の人権問題の解消を図ることをめざします。 
 
２ 紛争解決体制 

相談対応では解決に至らなかった不当な差別に係る事案については、「必

要な助言、説示又はあっせん」の知事への申立てに係る調査審議を行うため、

三重県差別解消調整委員会を設置します。 
委員は、公正な判断をすることができ、かつ、人権に関して高い識見及び

豊かな経験を有する弁護士、学識経験者等の５名で構成します。 
 
【参考】相談体制と紛争解決体制のフロー図 
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【所管事項説明】 

 

３「人権問題に関する三重県民意識調査」の結果概要 

（１）調査の目的 
県民の同和問題をはじめとする人権問題に関する意識を調査することで、 

前回調査（令和元年度）以降の意識変化や新たな人権課題に対する意識を把
握し、「三重県人権施策基本方針」の改定のための基礎資料とすることなど
を目的として実施しました。 

 
（２）調査の概要 

①調査期間 令和４年８月 18 日～９月５日 
②調査対象 県内居住の 18 歳以上の男女 3,000 人（外国人を含む） 

        ※住民基本台帳から無作為抽出 
③調査方法 郵送による配布・回収（調査票による本人記入形式） 
④回答状況 有効回答数 1,167 人（回答率 38.9％） 

 
（３）調査結果の概要 

①条例と差別解消三法の認知度 
「差別解消三法」の認知度は「障害者差別解消法」が 48.0％、「ヘイトス
ピーチ解消法」が 48.3％、「部落差別解消推進法」が 56.6％でした。「差別
を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」が 29.9％でした。 
【表１】人権に関する知識 

 Ｒ４年 Ｒ元年 差 

障害者差別解消法 48.0％ 57.3％ -9.3 ﾎﾟｲﾝﾄ 

ヘイトスピーチ解消法 48.3％ 41.2％ 7.1 ﾎﾟｲﾝﾄ 

部落差別解消推進法 56.6％ 53.0％ 3.6 ﾎﾟｲﾝﾄ 

差別を解消し、人権が尊重される三重
をつくる条例 

29.9％ ― ― 
 

②同和問題 
〇「そっとしておけば、部落差別は自然になくなっていくので、人権教育や 
人権啓発はしない方がよい」について「そう思わない」「どちらかといえ 
ばそう思わない」を合わせた割合は 54.1％でした。前回調査の 47.1％よ 
り７ポイント高くなっています。 

〇「明らかな差別がある」「どちらかといえば差別がある」を合わせた割合 
は 40.8％となっています。 

 
【表２】人権問題についての意見 

 そう 
思う 

どちら
かとい
えばそ
う思う 

どちらと
もいえな

い 

どちらか
といえば
そう思わ
ない 

そう思わ
ない 無回答 

 そっとしておけば、部落差別は
自然になくなっていくので、人
権教育や人権啓発はしない方が
よい 

6.3 9.4 28.6 21.9 32.2 1.5 

 新型コロナウイルス感染症のワ
クチンを接種しない人が非難さ
れるのはやむをえない 

3.8 9.2 22.9 18.1 45.2 0.9 

 
【表３】同和問題についての現状認識 

明らかな差別
がある 

どちらかとい
えば差別があ
る 

ほとんど差別
はない 

差別はない わからない 無回答 

10.4％ 30.4％ 25.5％ 5.8％ 26.6％ 1.3％ 
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【所管事項説明】 

 

③患者等 
「新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種しない人が非難されるの
はやむをえない」について、「そう思わない」「どちらかといえばそう思わ
ない」を合わせた割合は 63.3％でした。 

 
④インターネット 
「インターネットによる人権侵害について、ルールやマナーを守ってイ 
ンターネットを利用するように日頃からの教育・住民啓発が必要である」
について、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」を合わせた割合は
86.2％でした。 

 
【グラフ１】ルールやマナーを守ってインターネットを利用するように日頃からの 

教育・住民啓発が必要である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤人権問題についての学習経験 
「あなたは、学校や職場、地域で人権学習を受けたことがありますか」に
ついて、「受けたことがある」の割合は、同和問題が 51.5％で前回調査
46.3％よりも 5.2 ポイント、障がい者の人権が 39.2％で前回調査 32.7％
よりも 6.5 ポイント、外国人の人権が 23.9％で前回調査 19.2％よりも 4.7
ポイント、それぞれ増えています。  
【表４】人権問題の学習経験 

 Ｒ４年 Ｒ元年 差 

同和問題 51.5％ 46.3％ 5.2 ﾎﾟｲﾝﾄ 

障がい者の人権 39.2％ 32.7％ 6.5 ﾎﾟｲﾝﾄ 

外国人の人権 23.9％ 19.2％ 4.7 ﾎﾟｲﾝﾄ 
 

⑥講演会や研修会への参加経験 
「あなたは最近５年間で、県や市町、職場や学校などが主催する人権に関す 
る講演会や研修会などに参加したことがありますか。」について、「一度も参 
加したことがない」が 79.3％で、前回調査 83.4％より 4.1 ポイント減り 
ました。  
【表５】講演会や研修会の参加経験 

 Ｒ４年 Ｒ元年 差 

１～２回参加した 11.6％ 9.7％ 1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ 

３回以上参加した 7.1％ 5.1％ 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ 

一度も参加したことがない 79.3％ 83.4％ -4.1 ﾎﾟｲﾝﾄ 
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【所管事項説明】 

 

⑦相談機関の認知 
「人権についての相談を受け付けている機関についてご存じですか」につ
いて、最も多かったのが「市町の相談窓口（市役所、町役場、隣保館など）」
で 56.1％でした。次に多かったのが「県の機関（県人権センター、県女性
相談所、県障がい福祉課など）の相談窓口」で 44.4％、「民生・児童委員」
が 39.9％となっています。なお、県の機関の認知については前回調査
44.1％とほぼ同じでした。  
【グラフ２】ご存じの相談機関についてあてはまるもの全てに〇をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（４）調査結果を踏まえた令和５年度の対応 

①「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」の認知度を高める
ため、ホームページへの掲載や街頭啓発等におけるリーフレットの配布
など、さまざまな機会をとらえて、相談体制・紛争解決体制や条例の趣旨
等について周知・啓発に努めます。 
 

②、③同和問題や感染症を理由とする差別等のさまざまな人権問題が依然
として存在していることから、県民の皆さんの理解と認識を深めるため、
ポスター・チラシをはじめ、マスメディアの活用やＳＮＳ広告等、多様な
手法による啓発を実施します。 
 

④インターネットによる人権侵害への対策として、差別的な書込みの未然防
止のための啓発動画を新たに作成し、テレビＣＭ等により幅広く周知・啓
発します。また、引き続き、モニタリングを実施し、差別的な書込みを早
期に発見し、削除要請するなど拡散防止に努めます。 
 

⑤、⑥学習会や講演会等に一度も参加したことのない人に参加してもらえ
るよう、講演会のオンライン開催や社会的関心の高まった事象をテーマ
にした学習会等の開催を拡充するとともに、地域の学習会に講師を派遣
します。 
 

⑦ホームページや学習会等さまざまな機会をとらえて相談内容に応じた窓
口と利用方法の一層の周知を図ります。また、相談員に対するヒアリング
のスキルアップ等に主眼を置いた研修を行い、資質の向上を図り、相談者
に寄り添った対応に努めます。 

 

（５）「三重県人権施策基本方針」等の改定 
相談体制の充実や人権啓発の更なる推進といった県民意識調査の結果を

ふまえ、令和５年度中に「三重県人権施策基本方針」を改定します。 
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【所管事項説明】 

 

 

５ 「ＲＤＦ焼却・発電事業の総括」（最終案）について 

 

１ 経緯 

「ＲＤＦ焼却・発電事業の総括」（以下「事業総括」という。）については、企業

庁と連携し、ＲＤＦ関係市町等から事業に対する意見の聴き取りを行うとともに、

環境政策の視点を含めた事業全体の検証を進め、令和４年３月に中間報告書を取り

まとめました。 

今回、ＲＤＦ焼却・発電施設の撤去終了による事業収支への反映や、県議会や関

係機関から頂いた意見をふまえ、報告書全体の精査などを進め、事業総括の最終案

（別紙及び別冊４）をとりまとめました。 

 

２ 「ＲＤＦ焼却・発電事業の総括」（最終案） 

中間報告書からの主な追加、変更内容は以下のとおりです。 

（１）事業収支 

ＲＤＦ焼却・発電施設の撤去工事が終了し、事業収支は約 62 億円の累積赤

字となりました。（別冊４ 4 ページ） 

（千円・税抜） 

項 目 収入 支出 収支差 

事業収支 25,933,972 32,095,217 △6,161,245 

※令和４年度については、最終補正予算後の数値です。 

 

（２）「おわりに」を追加 

事業総括での検証をふまえた未来に残していくべき教訓や決意を巻末に追

加しました。（別冊４ 81 ページ） 

 

（３）その他 

ＲＤＦ焼却・発電施設の撤去や安全祈願用地の整備など、本年度の状況等に

ついて追記しました。（別冊４ 38、39 ページ） 

また、報告書全体の精査を行い表現の統一をするなど、必要に応じた修正等

を行いました。 

 

３ 今後のスケジュール 

令和５年３月 ホームページにて公表 

    ５月 印刷物を市町等関係者に配付 
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【所管事項説明】 

 

６ 産業廃棄物の不適正処理事案に係る行政代執行の終了について 

 

１ 概要 

産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理により、生活環境保全上の支障等のある４

事案（桑名市五反田事案、四日市市内山事案、四日市市大矢知・平津事案及び桑名

市源十郎新田事案）について、地域住民の安全・安心を確保するため、「特定産業

廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」（以下「産廃特措法」という。）

による国の財政支援を得て、対策工事を実施しています。 

これらの４事案については、学識経験者の意見も踏まえつつ、行政代執行による

生活環境保全上の支障等の除去に取り組んでおり、産廃特措法に基づく実施計画の

とおり、令和４年度末までにすべての対策工事が完了し、行政代執行が終了する見

込みとなりました。 

 

２ 各事案の取組状況                     （単位：億円） 

終了時期 事案名 実施計画額 実績額(見込み) 

令和４年度末ま

でに行政代執行

が終了する事案 

桑名市五反田事案 75.00 65.70 

四日市市大矢知・平津事案 34.00 32.30 

桑名市源十郎新田事案 90.85 85.90 

令和元年度末に

行政代執行が終

了した事案 

 

四日市市内山事案 

 

20.86 

 

18.44 

４事案合計 220.71 202.34 

 

３ 今後の取組方向 

これらの４事案については、対策終了後においても残置廃棄物由来の潜在的な汚

染リスクが残るため、引き続き国の財政支援（補助金等）を得て、水質モニタリン

グ等を行い、地域住民の安全・安心を確認していきます。 

また、廃棄物等が埋設されている土地については、「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」に基づく区域指定が行われ、掘削等により生活環境保全上の支障が生じ

ないよう土地の形質変更を制限するとともに、不法投棄防止等のため定期的なパト

ロールによる状況確認等を実施します。 

なお、原因者への費用求償についても、引き続き粘り強く対応していきます。 
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【所管事項説明】 

 

別 紙 

１ 桑名市五反田事案 

（１）事案の概要 

 （時期）平成７年～８年頃 

（場所）桑名市大字五反田多々星地内の山林 

（内容）産業廃棄物処理業者が、燃えがら、汚泥、廃油等を不法投棄し、平成９年 

10 月にＶＯＣ（揮発性有機化合物）による地下水汚染が判明、さらに平成 22 

年３月に新たに 1,4-ジオキサンによる地下水汚染が判明した事案です。 

（生活環境保全上の支障等） 

ＶＯＣ及び 1,4-ジオキサンにより、農業用水の利用等に支障が生じるお 

それがあります。 

（事案地の状況） 

 

（２）対策工事の実施内容 

   1,4-ジオキサン等による地下水の汚染対策として、汚染拡散防止のための遮水

壁の設置や水処理施設の増強、廃棄物の掘削除去、地下水の揚水浄化を実施して

きました。令和４年度は、水処理施設の撤去、遮水壁外浄化、借地の復旧工等を

実施しており、令和５年３月末に完了する見込みです。 

    

（３）実施計画における目標と達成状況 

１）実施計画における目標 

   「不法投棄地周辺地下水及び嘉例川が環境基準を達成し、その状態が保たれて

いる」こと。 

 ２）達成状況 

   現状において、上記の目標を達成しており、令和５年１月に開催した学識経験 

者で構成する効果検証委員会において、行政代執行を終了できる見込みと判断され 

ましたが、令和５年３月下旬の水質モニタリング結果に対する学識経験者の確認を 

経て、行政代執行を終了します。 

40



【所管事項説明】 

 

２ 四日市市大矢知・平津事案 

（１）事案の概要 

（時期）昭和 56 年～平成６年頃 

 （場所）四日市市大矢知町・平津町地内の産業廃棄物の安定型最終処分場等 

（内容）産業廃棄物処理業者が、廃プラスチック類、陶磁器くず等の廃棄物を、許 

可面積・容量を大幅に超えて埋立を行ったため、廃棄物の飛散・流出等のお 

それがある事案です。 

（生活環境保全上の支障等） 

周辺地域に廃棄物の飛散・流出や有害物質の浸出等のおそれがあります。 

（事案地の状況） 

    

（２）対策工事の実施内容 

廃棄物の飛散・流出の防止や雨水の浸透抑制のため、覆土工及び雨水排水工等の

対策を実施してきました。令和４年度は、法面工や管理用道路の舗装工を実施し、

令和４年７月に対策工事が完了しました。 

 

（３）実施計画における目標と達成状況 

１）実施計画における目標 

ア 「処分場周辺への廃棄物の飛散・流出を防止する」こと。 

イ 「将来にわたり、中溜池側（調整池②）及び西水路側（調整池③）調整池 

出口の放流水が環境基準以下を達成し、その状態が保たれる」こと。 

 ２）達成状況 

対策工事完了により上記の目標を達成しており、令和４年12月に開催した地元、 

学識経験者、県及び四日市市で構成する四者協議において、行政代執行を終了で 

きる見込みと判断されましたが、令和５年３月中旬の水質モニタリング結果に対 

する学識経験者等の確認を経て、行政代執行を終了します。 
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【所管事項説明】 

 

３ 桑名市源十郎新田事案 

（１）事案の概要 

（時期）昭和 48 年～51 年頃（ＰＣＢ等投棄時期：推定） 

（場所）桑名市大字五反田字源十郎新田地内の河川敷 

（内容）平成 19 年９月に員弁川・藤川合流点付近の旧最終処分場近傍の河川敷から 

廃油の滲出が確認され、平成 22 年 10 月に当該箇所から回収した廃油に  

ＰＣＢ等の有害物質が含まれていることが判明した事案です。 

（生活環境保全上の支障等） 

ＰＣＢを含む油の河川への滲出等により、下流の水道水源や農業用水の利  

用等に支障が生じるおそれがあります。 

（事案地の状況） 

 
（２）対策工事の実施内容 

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）やＶＯＣ（揮発性有機化合物）等を含む油汚染

について、拡散防止のための鋼矢板による囲い込み、廃棄物等の掘削除去、熱処

理によるＶＯＣ汚染浄化、集油管による油回収等を実施してきました。令和４年

度は、熱処理エリアにおけるＶＯＣ除去、鋼矢板の二重化等の補完的措置等を実

施しており、令和５年３月末に完了する見込みです。 

 

（３）実施計画における目標と達成状況 

１）実施計画における目標 

 「河川水にＰＣＢ等を含む油が滲出せず、周辺地下水にもＰＣＢ等を含む油の拡

散が認められない状態」にすること。 

２）達成状況 

令和５年２月に開催した学識経験者で構成する技術検討専門委員会において、鋼

矢板の二重化等の補完的措置等の完了により目標が達成されると判断されました

が、令和５年３月下旬のモニタリング結果等に対する学識経験者の確認を経て、行

政代執行を終了します。 
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【所管事項説明】 

 

４ 四日市市内山事案 

（１）事案の概要 

 （時期）平成元年～11 年頃 

（場所）四日市市内山町地内の産業廃棄物の安定型最終処分場等 

（内容）産業廃棄物処理業者が、許可品目外の木くず、紙くず等を含む廃棄物を許 

可面積・容量を大幅に超えて埋立てを行ったため、高濃度の硫化水素やメタ 

ンガスの発生が判明した事案です。 

（生活環境保全上の支障等） 

高濃度の硫化水素やメタンガスの発生による、周辺への悪臭の漏洩や火災  

発生のおそれ、および法面崩落等による廃棄物の飛散・流出のおそれがあり 

ました。 

（事案地の状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）対策工事の実施内容 

霧状酸化剤注入法（廃棄物層内に霧状酸化剤（過酸化水素水）を注入して有機物

を分解し、高濃度で発生している硫化水素ガス等の発生を抑制する工法）により、

硫化水素ガス対策を行いました。 

また、廃棄物の一部撤去、整形覆土工、雨水集排水工、メタンガス拡散施設の設

置等を実施し、平成 29 年 10 月 11 日に支障除去対策工事が完了しました。 

 

（３）実施計画における目標と達成状況 

１）実施計画における目標 

   「将来にわたって悪臭防止法に基づく硫化水素ガスの敷地境界基準（0.02ppm）

を満足し、高濃度のメタンガス滞留による火災のおそれがない状態が保たれるこ

と、並びに、法面崩落等による廃棄物の飛散・流出のおそれを防止する」こと。 

 

２）達成状況 

対策工事完了で上記の目標を達成し、その後のモニタリング結果により安全性 

が確保されたと判断できたことから、令和元年度末に行政代執行を終了するとと 

もに、廃棄物処理法に基づく区域指定を行い、土地の形質変更を制限しました。 

廃棄物埋設区域 

調整池 

霧状酸化剤注入装置設置箇所 

許可・届出区域 

天端部 
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【所管事項説明】 

 

７ 各種審議会等の審議状況について 

（令和４年 11 月 21 日～令和５年２月 14日） 
 

１ 三重県環境審議会 

１審議会等の名称 三重県環境審議会 

２開催年月日 令和４年11月24日 

３委員 会 長 岩崎 恭典 

副会長 上田 和久 

    坂倉 健二 

委 員 植地 基方    他21名 

４諮問事項 （１）「三重県生活環境の保全に関する条例」で定める指定施

設（ばい煙）の見直し（最終案）について 

（２）「三重県地球温暖化対策総合計画」の改定（中間案）に

ついて 

５調査審議結果 （１）「三重県生活環境の保全に関する条例」で定める指定施

設（ばい煙）の見直し（最終案）について審議され、了承

された。 

（２）「三重県地球温暖化対策総合計画」の改定（中間案）に

ついて審議が行われた。 

６備考 次回開催日：未定 

 

 

２ 三重県環境審議会 三重県地球温暖化対策総合計画部会 

１審議会等の名称 三重県環境審議会 三重県地球温暖化対策総合計画部会 

２開催年月日 第４回 令和５年２月９日 

３委員 部会長 朴 恵淑   他８名 

４諮問事項 「三重県地球温暖化対策総合計画」の改定について 

５調査審議結果 「三重県地球温暖化対策総合計画」の改定について最終案の

審議が行われた。 

６備考 今後の予定：令和５年３月に答申予定 

 

 

３ 三重県自然環境保全審議会 温泉部会 

１審議会等の名称 三重県自然環境保全審議会 温泉部会 

２開催年月日 令和４年12月８日（書面開催） 

３委員 部会長 大野 研   他４名 

４諮問事項 温泉法に基づく動力装置の許可について 

５調査審議結果 温泉法第11条第１項に基づく動力装置許可申請（熊野市内）

について審議が行われ、許可が適当であると決議された。 

６備考 次回開催日：令和５年３月頃 
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【所管事項説明】 

 

４ 三重県環境影響評価委員会小委員会 

１審議会等の名称 （１）三重県環境影響評価委員会小委員会（（仮称）平木阿波

ウィンドファーム事業及び（仮称）平木阿波第二ウィンド

ファーム事業に係る環境影響評価準備書） 

（２）三重県環境影響評価委員会小委員会（（仮称）多度御衣

野南部工業団地開発事業に係る簡易的環境影響評価書） 

（３）三重県環境影響評価委員会小委員会（（仮称）青山高原

風力発電所リプレース事業に係る環境影響評価準備書） 

２開催年月日 （１）令和４年12月16日 

（２）令和５年１月27日（現地調査、小委員会） 

（３）令和５年２月６日（現地調査、小委員会） 

３委員 （１）小委員会委員長 塚田 森生 他11名 

（２）小委員会委員長 塚田 森生 他７名 

（３）小委員会委員長 塚田 森生 他９名 

４諮問事項 （１）（仮称）平木阿波ウィンドファーム事業及び（仮称）平 

木阿波第二ウィンドファーム事業に係る環境影響評価準備

書について 

（２）（仮称）多度御衣野南部工業団地開発事業に係る簡易的

環境影響評価書について 

（３）（仮称）青山高原風力発電所リプレース事業に係る環境

影響評価準備書について 

５調査審議結果 （１）環境影響評価法に基づく環境影響評価図書について、事

業者から説明を受け、審議が行われた。 

（２）三重県環境影響評価条例に基づく簡易的環境影響評価図

書について、事業者から説明を受け、現地調査と審議が行

われた。 

（３）環境影響評価法に基づく環境影響評価図書について、事

業者から説明を受け、現地調査と審議が行われた。 

６備考 （１）令和５年２月７日に答申 

（２）今後の予定：令和５年３月に答申予定 

（３）今後の予定：令和５年３月に答申予定 
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【所管事項説明】 

 

５ 三重県人権施策審議会 

１審議会等の名称 三重県人権施策審議会 

２開催年月日 令和５年１月13日 

３委員 会 長 田中 亜紀子 

会長代理 松井 睦夫 小林 慶太郎   他20名 

４諮問事項 なし 

５調査審議結果 「三重県人権施策基本方針（第三次改定）」の取組方向につ

いて、意見交換が行われた。 

６備考 次回開催日：令和５年４月頃 

 

 

６ 三重県男女共同参画審議会 

１審議会等の名称 三重県男女共同参画審議会 

２開催年月日 （１）令和４年12月13日（第３部会） 

（２）令和４年12月16日（第２部会） 

（３）令和４年12月19日（第１部会） 

（４）令和５年１月19日（部会長会議） 

３委員 （１）第１部会 

 部会長 菅生 としこ 

 副部会長 藤岡 充昭 

 委 員 小椋 衿子    他５名  

（２）第２部会 

 部会長 藤枝 律子 

 副部会長 芦葉 甫 

 委 員 大瀧 あずさ   他５名 

（３）第３部会 

 部会長 小林 慶太郎 

 副部会長 上山 千秋 

 委 員 小川 眞里子   他２名 

（４）部会長会議 

 会長 三田 泰雅 

 副会長 大平 肇子 

 部会長 菅生 としこ   他２名 

４諮問事項 なし 

５調査審議結果 県が実施する男女共同参画施策の実施状況について、令和４

年度中間評価案の審議が行われた。 

６備考 次回開催日：令和５年２月20日（全体会） 
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